
 

 

食材王国みやぎ「伝え人（びと）」活用促進事業実施要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、県産食材の理解促進、食材を選択する力の育成、伝統的食文化の伝承等の取組みを

通して地産地消を推進するため、次代を担う子どもたちを対象とした宮城の食に関する学習を進める

に際し、食材王国みやぎ「伝え人(びと)」登録事業実施要綱第５に定める食材王国みやぎ「伝え人（び

と）」（以下「伝え人（びと）」という。）を派遣するものとする。 

 

（派遣の対象） 

第２ 県は、次の各号に掲げる学校等を対象として、県産食材の理解促進、食材を選択する力の育成、

伝統的食文化の伝承等に関する新規の取組に対して伝え人（びと）を優先的に派遣することができる

ものとする。 

（１） 県内の学校教育法に定める小学校 

（２） 県内の学校教育法に定める中学校 

（３） 県内の学校教育法に定める特別支援学校の小学部及び中学部 

（４） その他宮城県農政部食産業振興課長（以下「食産業振興課長」という。）が認めるもの 

 

 （派遣の手続き） 

第３ 派遣は、次の各号によるものとする。 

（１） 派遣を希望する者は、派遣申込書（別記様式第１号）により食産業振興課長が別に定める日ま

でに、食産業振興課長宛てに申し込む。 

（２） 食産業振興課長は、派遣申込書を受理し、内容が適当であると判断し派遣を決定したときは、

派遣決定書（別記様式第２号）により当該派遣申込者宛て通知する。 

（３） 派遣に関する旅費、謝金及び材料費は、別表により食産業振興課の予算の範囲内で負担する。 

 

（報告） 

第４ 伝え人（びと）の派遣を受けた者は、事業実施後に実績報告書（別記様式第３号）を食産業振興

課長に提出するものとする。 

 

（協力） 

第５ 伝え人（びと）の派遣を受けた者は、次の各号について、協力するものとする。 

（１）食産業振興課が実施する「食材王国みやぎ」の推進に関する事業の周知 

（２）派遣講座参加者（児童・生徒等）に対するアンケート調査 

 

（その他） 

第６ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、食産業振興課長が別に定める。 

 

 

 

 



 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年３月１１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和７年１月１５日から施行する。 

 

 



 

 

別表（第３関係） 

 条件等 
活動１回あたりの 

支給上限額 

講師謝金 

受講者数（教員等除く）が２０名以内 7,000円 

〃      ４０名以内 14,000円 

〃      上記以上  18,000円 

旅費 

自家用車を使用する場合は、県の職員等の旅費に関する条例（昭

和３２年条例３０号）を準用する。 

公共交通機関を使用する場合は実費とする。 

なお、自家用車を使用する場合において、高速道路を使用するこ

とが適当と認められる場合は、その実費相当額を支給上限額に上

乗せすることができる。 

3,000円 

材料費 活動で使用した食材の実費を支給する。 18,000円 

 


